
○方針において敷地内禁煙とする施設等の施行日等

市の方針

敷地内禁煙

喫煙場所は
設置しない

施行日は
令和元年7月1日

施行日：令和元年７月１日

敷地内禁煙

喫煙場所は
設置しない

施行日は
令和元年7月1日

※ゆったり館宿泊室は
令和元年9月1日

施行日：令和元年８月１日

敷地内禁煙

喫煙場所は
設置しない

施行日は
令和元年8月1日

○福祉施設（ゆったり館※、サン・アビリティーズ、老人福祉センター、老人憩いの家、

　　内郷授産場）

○行政機関の庁舎の類似施設（学校給食共同調理場、環境監視センター）

○社会・文化施設（文化センター、市民会館）

○清掃関連施設等（清掃センター、塵芥収集基地、放射性物質測定局、

　　リサイクルプラザクリンピーの家、衛生センター、憩いの家、仁井田運動場、

　　旧北部衛生センター、塵芥集積所、埋立処分地、四倉清掃倉庫、クリンピーの森・丘

　　山田粗大ごみ処理施設、浄化センター、ポンプ場）

○その他施設（旧永戸小学校、旧田人第二小学校、旧永井中学校、海流の里センター、

　　勿来関文学歴史館、ライブいわきミュウじあむ、大気汚染常時監視測定局、

　　夏井川ふるさとの川モデル事業用地、久世原住宅・下能住宅・天井田住宅（医師住宅））

○行政機関の庁舎の類似施設（計量検査所）

○その他施設（労働福祉会館、共同職業訓練センター）

施設等の種類

第一種施設

○学校（小学校、中学校、体験型経済教育施設、コンピュータ・カレッジ）

○病院等（医療センター、田人診療所、総合保健福祉センター、休日夜間急病診療所）

○児童福祉施設等（保育所（園）、幼稚園、児童クラブ、児童館、こども元気センター）

○行政機関の庁舎（本庁舎（議会棟を含む）、東分庁舎、上川原分庁舎、西分庁舎、

　　支所、市民サービスセンター、消防本部・平消防署統合庁舎、消防署、分署、分遣所、

　　消防団詰所、水道局本庁舎、水道局南部工事事務所）

第二種施設



施行日：令和元年９月１日

敷地内禁煙

喫煙場所は
設置しない

施行日は
令和元年9月1日

施行日：令和元年11月１日

敷地内禁煙

喫煙場所は
設置しない

施行日は
令和元年11月1日

敷地内禁煙
公用車内も禁煙

喫煙場所は
設置しない
施行日は

令和元年7月1日

○常時職員が勤務していない施設（ポンプ場、排水機場など）

○公用車

※　指定管理者等が管理している施設を含む。

○社会・文化施設（暮らしの伝承郷、考古資料館、草野心平記念文学館、

　　アンモナイトセンター、美術館）

○公園（夏井川サイクリング公園、沢帯公園、北部避難地公園）

○その他施設（集会所、いわき清苑、いわき南清苑、南白土墓園、東田墓園、

　　自転車駐輪場、フラワーセンター、川前活性化センター、道の駅よつくら港情報館、

　　みまやマンション・研修医アパート（医師住宅）、湯本川調整池四阿、

　　小玉ダム周辺炊飯施設、夏井川河川防災センター）

○社会・文化施設（公民館）

○体育施設（平野球場、庭球場倶楽部ハウス、総合運動公園(総合体育館）、

　　市民プール、弓道場、新舞子ヴィレッジ (体育施設）、市民運動場、上荒川公園駐車場、

　　小名浜野球場、小名浜武道館、小名浜市民プール、勿来市民体育館、

　　（仮）勿来市民運動場（鮫川河川敷公園）、勿来弓道場、南の森スポーツパーク、

　　関船体育館、関船弓道場、内郷コミュニティーセンター、好間多目的広場、

　　上三坂体育館、下三坂体育館、下三坂運動場）

○市営住宅の「人の居住の用に供する場所」以外の場所（共用部である棟内の階段や

　　廊下、集会所等）

○公園

○その他施設（野鳥観察舎、石森山水洗便所、旅人遊歩道ぶらりんどう、たびと水車の里、

　　田人ふれあいの里、企業交流会館、小名浜臨海工業団地（一期）緑地、

　　いわき駅南口駅前広場、いわき駅北口交通広場、石炭化石館・ウッドピアいわき、

　　さはこの湯公衆浴場、新舞子ヴィレッジ、いわき産業創造館（ラトブ６階））

その他施設等


